
 
 

第 10 次横浜市消費生活審議会 

第１回消費者団体等協働促進事業審査評価部会 

 

議事次第 

 
       平成２７年３月１７日(火) 午前１０時３０分から 

                    松村ビル別館５０１会議室 

 

１  開 会 

 

２ 議  題 

(1) 部会長の選出について 
(2) 会議録確認者の選出について 
(3) 平成２７年度消費者団体等協働促進事業募集要項及び審査基準について 
(4) 平成２６年度消費者団体等協働促進事業評価表について 

 
３ 報 告 

(1) 平成２６年度消費者団体等協働促進事業実施状況について  
 

４ 閉  会 

 

【資料一覧】 

配布資料１ 本部会名簿 

配布資料２ 平成２７年度消費者団体等協働促進事業募集要項 

配布資料３ 募集要項新旧対照表 

配布資料４ 消費者団体等協働促進事業審査基準 

配布資料５ 消費者団体等協働促進事業評価表 

配布資料６ 平成２６年度消費者団体等協働促進事業の実施状況 

 

以上 
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募集要項等の配布  

平成 2７年４月３日（金）～５月８日（金） 

  

○提出書類の受付  

平成 2７年５月１１日（月）～５月１５日（金） 

 

○説 明 会 の 開 催  
◇日時 平成 2７年４月１６日（木） 

       10：30～12：00（受付開始 10：00） 

◇場所 関内中央ビル５階 特別会議室  横浜市中区真砂町２－22 

（市庁舎側入口をご利用ください。） 
      

○書類の提出方法 
下記提出先へご持参ください。 

 

○書類の提出先及び問合せ先 
横浜市 経済局 消費経済課 
（関内中央ビル５階・セルテ側入口をご利用ください。） 

     〒231－0016 横浜市中区真砂町２－22 

     電話 671－2585   FAX 664－9533 

     Ｅメール ke-syohikeizai@city.yokohama.jp 
    ホームページ 

作成中（URL を記載します） 

地域における消費者トラブルや消費者被害の未然防止、消費者市民社会の

実現等、消費者問題を解決するための市民の発想や手法を活かした提案をも

とに、提案団体と横浜市が協働で行う事業を募集します。 

提案のあった事業について、消費生活審議会消費者団体等協働促進事業審査

評価部会で選考の後、協働で行う事業として決定した団体と契約を締結し、事

業費を補助します。 

 

平平成成２２７７年年度度  

消消費費者者団団体体等等協協働働促促進進事事業業  

募募 集集 要要 項項     
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 はじめに   ―協働とは―  
 

☆ 「協働」について 
  

 協働とは、「公共的サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な課題を

解決するために、相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創りだしたり、

取り組むこと」とです。 
 具体的には、協働により、更なる効果が期待できる領域について、市民ある

いは市民活動に一定のテーマを持って活動する団体等と行政が、お互いによい

ところを持ち寄り、住みよいまちを一緒につくろうとする相互理解と目的を共

有した上で、自主性を尊重しながら対等な関係のもと、役割分担と責任を明確

にしながら、目的に向かって実施する事業です。 
 また、協働の取組は、横浜コード＊）の原則にのっとり進めます。 
 

 

横浜コード＊） 「横浜市における市民活動との協働に関する基本方針」 
（平成１１年３月、横浜市市民活動推進検討委員会報告書において提言） 

① 対 等 の 原 則（市民活動と行政は対等の立場にたつこと） 

② 自主性尊重の原則（市民活動が自主的に行われることを尊重すること） 

③ 自 立 化 の 原 則（市民活動が自立化する方向で協議を進めること） 

④ 相互理解の原則（市民活動と行政がそれぞれの長所、短所や立場を理解しあうこと） 

⑤ 目的共有の原則（協働に関して市民活動と行政がその活動の全体または一部につい 

        て目的を共有すること） 

⑥ 公 開 の 原 則（市民活動と行政の基本的事項と関係が公開されていること） 

 

 

 

 

☆ 消費者団体等協働促進事業で対象とする協働事業は、次のような事業とします。 
 

１ 提案団体と横浜市が協働して取り組むことにより、地域の消費生活上の課

題の解決が促進される事業 
２ 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果が

高まる事業 
３ 実施を前提とした事業で、提案団体が実施することが可能である事業 
４ 市民満足度が高まり、具体的な効果・成果が期待できる事業 

 ５ 消費者団体等協働促進事業補助金交付要綱に基づき、補助金を交付するこ 

とで、対象者や地域特性に即した有効な活動となり、消費者被害未然防止な 

どが更に期待できる事業 

 
 
 

－横浜市協働推進の基本指針（平成２４年１０月改定）から記載
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１  協働事業の内容  

  
    平成２４年１２月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」や、平成

２５年６月に閣議決定された「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を受

けて、消費者被害の未然防止や被害を最小限にとどめ、消費者市民社会（注）

の実現に向けて、安全安心な消費生活情報の周知を図る教育・啓発活動の実施

が一層求められています。そうしたことから、各世代にわたる消費者に対して

必要な啓発・相談活動を実施するため、次により協働事業を募集します。 
 
   注：「消費者市民社会」とは、「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の

多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世

代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであ

ることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」

（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）です。 
 
 
 

 
１ 消費者教育啓発講座・消費生活相談事業・その他事業 
(１) 消費者教育啓発講座について 

地域において、市民向け消費者教育や啓発の一環として、商品やサービスの

トラブル等の未然防止と被害救済、消費者市民社会の実現に向けた豊かな消費

生活獲得のための知識など習得のための講座を開催する事業です。 
提案団体が主催して参加者を募集する講座のほか、地域の団体等が主催す

る講座に提案団体が講師を派遣するなどの事業提案もできることとします。 
 

ア 講座の事例 

＊悪質商法トラブルの未然防止と対処方法の講座 
＊インターネット・情報関連サービスのトラブル未然防止と対処法の講座 
＊契約の基礎知識とクーリング・オフなど救済制度についての講座 
＊貯蓄、保険、年金、家計などの基礎知識についての講座 
＊衣・食・住の安全安心な取扱いに係る講座 
＊暮らしの事故と防止策についての講座 
＊高齢者のセカンドライフの送り方講座 

      
イ 実施条件等 

 （共通） 
＊対象者  市民（在住・在学・在勤等） 
＊講座の参加者に対しアンケート調査を実施すること。ただし、アンケートで個人

情報を取得しないこと。また、アンケートに書かれた内容は、この事業の目的のみ

に使用し、他の目的には使用しないこと。    
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  ウ 実施回数等の目安 
（区分１） 

補助金額 300,000円の場合 

（ア）提案団体の内部講師で、小規模な会場で開催する場合 
   ＊開催回数（１事業当たりの目安） １５回程度 
    ＊参加人数（１回当たりの目安）   ２０人～４０人 
    ＊延べ参加人数                  ３００人～６００人 

（イ）外部から呼んだ講師で、中・大規模な会場で開催する場合 
    ＊開催回数（１事業当たりの目安） ６回程度 
     ＊参加人数（１回当たりの目安）   ５０人～１００人 
     ＊延べ参加人数                  ３００人～６００人 
（ウ）その他  

（ア）と（イ）を合わせて開催することもできます。 
 
（区分２） 

補助金額 100,000円の場合 
（ア）提案団体の内部講師で、小規模な会場で開催する場合 

   ＊開催回数（１事業当たりの目安） ５回程度 
    ＊参加人数（１回当たりの目安）   ２０人～４０人 
    ＊延べ参加人数                  １００人～２００人 

（イ）外部から呼んだ講師で、中・大規模な会場で開催する場合 
    ＊開催回数（１事業当たりの目安） ２回程度 
     ＊参加人数（１回当たりの目安）   ５０人～１００人 
     ＊延べ参加人数                  １００人～２００人 
（ウ）その他  

（ア）と（イ）を合わせて開催することもできます。 
 
（２）消費生活相談事業について 

地域に根ざした消費生活相談や、イベント等での啓発を兼ねた消費生活相

談を実施する事業です。 
 

ア 相談の事例 

＊商品購入・契約トラブル解消の相談 
＊契約の変更・解約の相談 
＊高齢者や子育て世代などの生活設計・資金計画の相談 
＊暮らしの安全・安心の確保に関する相談 
＊金融商品・保険商品トラブルの対応相談 
＊インターネットトラブルに係る相談 

 ＊購入物品による使用時傷害等事故の対応相談 
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イ 実施条件等 

（共通） 
＊対象者  市民（在住・在学・在勤等） 
＊有資格者による対応であること。 

（消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザー等） 
＊受け付けた相談は、当日中に処理するものとし、当日処理できない案件については、

消費生活総合センター等に再度相談するよう案内すること。 
＊事業者との交渉等は行わないこと。 
 

 ウ 実施回数等の目安   
（区分１） 

補助金額 300,000円の場合の目安 
＊開催回数（１事業当たりの目安）  20 回程度 

（区分２） 
補助金額 100,000円の場合の目安 
＊開催回数（１事業当たりの目安）  ７回程度 

 

(３) その他事業について 

消費者教育啓発講座、消費生活相談事業に分類される事業以外で、地域で

の消費者トラブルの未然防止と対策を行う事業です。 
 

ア 事業の事例 

＊消費生活に係る問題点と実態の調査研究事業 
＊契約・訪問販売・表示関係等の展示会事業 

 
イ 実施条件等 

＊対象者   市民（在住・在学・在勤等） 
＊調査研究事業については、報告書（成果品）の作成をすること。 
＊展示会事業については、来場者に対しアンケート調査を実施すること。ただし、 
アンケートで個人情報を取得しないこと。また、アンケートに書かれた内容は、 
この事業の目的のみに使用し、他の目的には使用しないこと。 

＊上記以外の事業の場合は、事業形態にあった成果品の提出等をすること。 
 

２ 補助金交付対象事業の数及び補助金の上限額 
事業費を補助する事業の数及び補助金の額については、次のとおりとします。 
ただし、補助金額は、提案事業を実施するために要する全体経費の 95％以内

とします。 
(１) 消費者教育啓発講座・消費生活相談事業・その他事業 

    補助金交付対象事業数：４事業程度 
      （区分１） 補助金額：３００,０００円（１事業につき） 
      （区分２）  補助金額：１００,０００円（１事業につき） 
 



 

 6 

  〔対象となる事例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 補助対象経費 

補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費とし、おおむね次の

とおりとします。団体運営経費としての人件費、事務所の賃借料、光熱水費等

の管理費は対象になりません。 
① 消耗品費  ② 会場及び物品の利用料  ③ 講師や指導者への謝礼   
④ コピー・写真・チラシ・報告書等の印刷費  ⑤ 郵送代等通信費  ⑥ 交通費 
⑦ 保険料  ⑧ その他市長が認める経費 
※ 上記①～⑦の費目であっても、補助対象経費として認められない場合があります。 

 
２  協働事業への提案ができる方  

 
☆ 実施主体となる団体の要件 

① 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業（宗教活動、

政治活動、選挙活動を目的とする事業を除く。）に自主的に取り組む消費者団体等。 
※ 個人での応募はできません。 

② 活動拠点を市内に有すること。 

③ 継続した活動が期待されるものであること。 

 

☆ 次の場合は提案できません 
 

① 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該提案事業に助成等を受けている場合。 
② 横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第５１条）第２条第２号に規定す

る暴力団、第２条第４号に規定する暴力団員等、条例第２条第５条に規定する暴力団経

営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められ

る団体の場合。 

 
３  協働事業の実施期間  
 
☆ 平成 27年７月～平成 28年３月 

 

 

 

例２：補助金額 100,000 円の場合  
  団体負担額は、5,264 円（５％）以上となります。 

例１：補助金額 300,000 円の場合   
  団体負担額は、15,790 円（５％）以上となります。 
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４  申請の手続き  
 
☆ 申請するときは、次の書類を各１部提出してください。 

① 消費者団体等協働促進事業補助金交付申請書（第１号様式） 
② 交付対象事業計画書（第２号様式） 
③ 交付対象事業収支予算書（第３号様式） 
④ 団体の概要書（第４号様式） 
⑤ 平成 27 年度の活動計画書（第５号様式） 
⑥ 平成 27 年度の活動収支予算書（第６号様式） 
⑦ 平成 26 年度の活動報告書（第７号様式） 
⑧ 平成 26 年度の活動収支決算書（第８号様式） 
⑨ 定款又は規約その他これらに類する書類 
⑩ 役員名簿（第９号様式） 
⑪ 担当者連絡表 
⑫ 申請時提出書類チェックリスト 

今年度に結成された新規団体は、⑦「平成 26 年度の活動報告書」及び⑧「平成 26 年度

の活動収支決算書」の提出は不要です。 
様式は、横浜市経済局消費経済課ホームページ「消費者のくらし・消費生活相談」からダ

ウンロードすることができます。 
作成中（URL を記載します） 
 

※ 提出された書類は返却いたしませんので、コピーを取っておいてください。 
※ 原則として１団体につき１事業の申請とします。 
※ 補助金は、全部又は一部を前金払いとすることができます。一部を前払いとして希望す

る場合は、分割払いとなりますので、資金計画書を合わせて提出してください。 
 

５  提出書類の受付  

 
☆ 提出書類の受付は、次のとおり行います。 
   提出先：横浜市経済局消費経済課 電話 671－2585 
   日 時：平成 27年５月 11日(月)～５月 15日（金）  

９：００～12：００及び 13：００～17：００ 
   方 法：事前に電話連絡のうえ御持参くださいますようお願いいたします。 
 
６  審査・選考方法  
 
☆ 申請のあった事業に対して、審査・選考を経て、補助金交付事業を決定しま

す。 
 

１ 審査・選考方法について 

横浜市消費生活審議会消費者団体等協働促進事業審査評価部会（以下、協働部

会と言います。）で審査・選考 
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し、市長が補助金交付対象とする事業及び交付額を決定します。 

※ 審査にあたって、申請団体から事業内容等について、協働部会で説明していただく場

合があります。 

 

２ 選考のポイント 

（10ページ「平成 27 年度消費者団体等協働促進事業審査基準」参照） 

※ 審査項目：地域の消費生活の課題（ニーズ）、地域連携・協働の手法・役割分担、 

企画力、実施能力、事業効果・市民満足度 

 
７  契約の締結・個人情報の取扱い  

 
☆ 対象事業に決定した団体と横浜市は、事業目的、役割・責任分担、経費負担

などについて協議を行い、事業開始前に、横浜市市民協働条例で規定する市民

協働事業に関する契約を締結します。 
☆ 個人情報については、適正に取り扱うとともに、従事者等への研修など必要

な措置を講ずる必要があります。そのため、契約書に個人情報保護の遵守につ

いての項目を盛り込むとともに、後日誓約書を提出していただきます。 
 
８  補助金の請求及び交付  

 
☆ 対象事業に決定した団体は、契約を締結した後、消費者団体等協働促進事業

補助金請求書（第１１号様式）を提出いただきます。 
補助金は、全部又は一部を前金払いとすることができます。一部を前払いとして希望する

場合は、分割払いとなりますので、申請時に資金計画書を合わせて提出してください。 
 

９  決定した協働事業を実施する場合の事業周知方法  

 
☆ 対象事業に決定した団体は、協働事業を実施するにあたって、事業の周知は

団体自ら行っていただきますが、周知時期によっては、横浜市の広報媒体を活

用することもできます。 
また、経済局消費経済課ホームページ「消費者のくらし・消費生活相談」で

周知しますので、ホームページ掲載用の資料（様式自由）を提出してください。 
【参考】平成２６年度 URL 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/20140912110426.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/kurasi/20140912110426.html
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10 事業終了後の報告手続き  

 
☆ 事業終了後 1 か月以内に、次の書類を提出してください。 

① 消費者団体等協働促進事業補助金実績報告書（第 12 号様式） 
② 交付対象事業報告書（第 13 号様式） 
③ 事業資料 ＊アンケート等参加者の声も添付のこと。 
④ 交付対象事業収支決算書（第 14 号様式） 
⑤ 領収書等経費の支出を証する書類の写し 
⑥ 事業報告時提出書類チェックリスト 
※ 併せて、協働事業としての評価表を提出していただきます。 

 
11 補助金の交付の取消し、返還  

 
☆ 対象事業が次のいずれかに当てはまるときは、補助金の一部又は全部を取り

消し、補助金の返還を求める（第１７号様式）ことがあります。 
なお、任意団体の場合、補助金の返還は団体代表者に求めることになります。 

(１) 虚偽の申請、その他不正な手続きによって補助金を受けたとき。 
(２) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(３) 事業を中止、または変更したとき。 

(４) 補助金の交付金額が精算額を超えたとき。 

(５) その他、この事業の補助金交付要綱に違反したとき。 

 

12 関係書類の閲覧  

 
☆ 補助金交付団体及び市長は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づ

き、個人情報に該当する部分を除いて、関係書類又はその写しを一般の閲覧に

供さなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】横浜市市民協働条例第７条 
(支援申請等) 

第７条 市民等は、市から助成金の交付、施設の優先的使用等特別な支援を受けて市民 
公益活動を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を市長に提出しなければならな
い。 

2 市民等は、前項の事業が終了したときは、速やかに、事業報告書を市長に提出しな
ければならない。 

3 市長は、必要があると認めるときは、前 2 項の規定により提出された書類について、
当該市民等に報告又は説明を求め、その結果に基づいて必要な措置を講ずることがで
きる。 

4 市長及び当該市民等は、規則で定めるところにより、第 1 項及び第 2 項に規定する
書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。 
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13 協働事業の流れ  
 

協働部会による          協働部会が、本年度の応募事業の審査基準等について審議を 
審査基準等の審議    行います。 

    ３月中旬 
 
 
  募集要項等の配布    募集要項は、市民情報センター、区役所広報相談係、市民活動 

４月３日～５月８日    支援センターで配布しています。 

     

 

 説 明 会      応募予定の団体は、できる限り参加してください。 
    ４月 16日                             （１団体２名以内） 

 
 
    受 付      申請書類(第１～９号様式、定款類等)を提出してください。 
５月 11 日～５月 15 日    なお、申請状況によりヒアリングを行うことがあります。  
 

          
協働部会による     協働部会により、応募事業の審査を行います。 
応募事業の審査 

    ６月上旬 
 
 

   補助金交付決定     決定した団体には、「交付決定通知書（第１０－１号様式）」、 
６月下旬～７月上旬  「補助金請求書（第１１号様式）」をお送りいたします。 

             残念ながら選定されなかった団体には、「不交付決定通知書 
（第１０－２号様式）」をお送りいたします。 

    契約締結       決定した団体と横浜市が契約締結をします。このあと「補 
    ７月～８月     助金請求書（第１１号様式）」を提出してください。 
  
     
    事業実施       契約締結後、事業を実施してください。 
   ７月～翌年３月       
 
 
事業終了報告と評価表の      事業終了後１か月以内に、報告書類（第１２～１４号様式、 
提出  翌年３月～４月  事業資料、領収書写し等）や事業評価表等を提出して頂きます。 

 
      

評価表の公表 事業実施団体と横浜市が相互に行った評価を公表します。 

 



新 旧 対 照 表 
経済局市民経済労働部消費経済課 

要項名称  消費者団体等協働促進事業募集要項 
 

    改 正 内 容  現     行 

表書き 
 地域における消費者トラブルや消費者被害

の未然防止、消費者市民社会の実現等、消費者

問題を解決するための市民の発想や手法を活

かした提案をもとに、提案団体と横浜市が協働

で行う事業を募集します。 
提案のあった事業について、消費生活審議会

消費者団体等協働促進事業審査評価部会で選

考の後、協働で行う事業として決定した団体と

契約を締結し、事業費を補助します。 
 
 
１ 協働事業の内容 
 
平成２４年１２月に施行された「消費者教育 

の推進に関する法律」や、平成２５年６月に閣

議決定された「消費者教育の推進に関する基本

的な方針」を受けて、消費者被害の未然防止や

被害を最小限にとどめ、消費者市民社会の実現

に向けて、安全安心な消費生活情報の周知を図

る教育・啓発活動の実施が一層求められていま

す。そうしたことから、各世代にわたる消費者

に対して必要な啓発・相談活動を実施するた

め、次により協働事業を募集します。 
 

注：「消費者市民社会」とは、「消費者が、個々

の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に

尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現

在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情

勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものである

ことを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形

成に積極的に参画する社会」（消費者教育の推進

に関する法律第２条第２項）です。 
 
 

表書き 
 地域における消費者トラブルや消費者被害の

未然防止等、消費者問題を解決するための市民

の発想や手法を活かした提案をもとに、提案団

体と横浜市が協働で行う事業を募集します。 
 
提案のあった事業について、消費生活審議会

消費者団体等協働促進事業審査評価部会で選考

の後、協働で行う事業として決定した団体と契

約を締結し、事業費を補助します。 
 
 
１ 協働事業の内容 
 
消費者被害の未然防止や被害を最小限にとど 

め、安全安心な消費生活情報の周知を図る教 
育・啓発活動の実施が一層求められています。 
そうしたことから、各世代にわたる消費者に対 
して必要な啓発・相談活動を実施するため、次 
により協働事業を募集します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 消費者教育啓発講座･消費生活相談事業

その他事業 
（１） 消費者教育啓発講座について 
  地域において、市民向け消費者教育や啓発 
の一環として、商品やサービスのトラブル等 
の未然防止と被害救済、消費者市民社会の実 
現に向けた豊かな消費生活獲得のための知識 
など習得のための講座を開催する事業です。 

 
１３ 協働事業の流れ 

《実施日程》 
 
※ 募集要項の配布 
 平成２７年４月３日(金)～５月８日(金) 
※  説明会の開催 
  平成２７年４月１６日(水) 
※ 提出書類の受付 
 平成２７年５月１３日(水)～５月１５日(金) 
※ 協働事業の実施期間 
 平成２７年７月～平成２７年３月 
 
《申請書類等年度変更》 
 
４ 申請の手続き 
 ⑤ 平成 27年度の活動計画書 
 ⑥ 平成 27年度の活動収支予算書 
 ⑦ 平成 26年度活動報告書 
 ⑧ 平成 26年度活動収支予算書 
 
６ 審査・選考方法 
 （10ページ「平成 27年度消費者団体等協働 

促進事業審査基準」参照） 

 
《ホームページ》 
 
作成中（ＵＲＬを取得し次第、記載します） 

 
 

【参考】平成２６年度用ＵＲＬ 
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/
kurasi/20140912110426.html 

１ 消費者教育啓発講座・消費生活相談事業・ 
その他事業 

（１）消費者教育啓発講座について 
  地域において、市民向け消費者教育や啓発 
の一環として、商品やサービスのトラブル等 
の未然防止と被害救済、豊かな消費生活獲得 
のための知識など習得のための講座を開催す 
る事業です。 

 
１３ 協働事業の流れ 

《実施日程》 
 
※ 募集要項の配布 
 平成２６年４月３日(金)～５月９日(金) 
※  説明会の開催 
  平成２６年４月１６日(水) 
※ 提出書類の受付 
 平成２６年５月７日(水)～５月９日(金) 
※ 協働事業の実施期間 
 平成２６年７月～平成２７年３月 
 
《申請書類等年度変更》 
 
４ 申請の手続き 
 ⑤ 平成 26年度の活動計画書 
 ⑥ 平成 26年度の活動収支予算書 
 ⑦ 平成 25年度活動報告書 
 ⑧ 平成 25年度活動収支予算書 
 
６ 審査・選考方法 
 （10ページ「平成 26年度消費者団体等協働 

促進事業審査基準」参照） 

 
《ホームページ》 
  

http//www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/ 
kurasi/kyoudou26.html 

 
【参考】平成２５年度用ＵＲＬ 
kurasi/kyoudou3-25html 

 



（合計100点）

＊補助金交付対象事業は、平均点が６０点以上の事業を対象に、点数の高い順に選考します。

企 画 力

総　評 総得点

実施能力

事業効果・市民満足度

◆提案団体と横浜市が協働することで、事業がより効果的
に行われると期待できるか。　〔お互いを補完したり、お互
いの特性を発揮したりすることで、より効果的に実施できる
か、等。〕

◆提案団体は、事業を実施するうえでの専門的な知識や
経験を有し、提案事業を実施することが可能か。

◆提案団体は、事業を実施するのに必要な人員・協力体
制を、団体内で有しているか。

◆前年度までに、当事業に関わらず、講師派遣や出前講
座 ・相談活動 ・調査活動 などを実施したことのある団体
については、経験を生かした事業計画となっているか。

◆計画どおりに実施することが可能な内容か。
〔法的な問題等により実現が困難となっていないか、等。〕

◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止でき
る等の具体的な効果や成果が期待できるか。

良くない
５

４点以下

１０点
９点以上

８～７
６

採 点 の 目 安
区　　分

非常に良い
良　　い
普　　通

あまり良くない

委員採点委員コメント

平成２７年度

消費者団体等協働促進事業　審査基準  (案）

地域連携
協働の手法・役割分担

地域の消費生活の課題
（ニーズ）

提　　案　　事　　業　　名

審査にあたってのポイント審　査　項　目

受付番号

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図ら
れているか。

◆提案団体と横浜市との協働の役割分担が適切で、課題
解決のために協働の内容が効果的なものになっている
か。

提　案　団　体　名

◆提案内容が、消費者市民社会の考え方に基づき、地域
の消費生活に関する課題（ニーズ）を捉えているか。

◆予算の見積りを含め、適正な事業計画となっているか。
〔募集要項で定めている条件（開催回数、参加人数等）
は、適切に計画に反映されているか、等。〕



　平成２６年度

記入年月日 ： 平成　     年  　　  月　  　  日

　　　　　

◆テーマ・内容などの事業の執行は、概ね計画どおり実施す
ることができたか。

A ・ B ・ C

　　　　　　　　総　合　評　価　　　　　　　　

A ・ B ・ C

＊自己評価…A：良い、B：普通、C：改善を要する　（いずれかに○

A ・ B ・ C

◆事業目的の共有ができたか。

◆事業の進ちょく状況等必要な情報の共有はできたか。

◆地域との連携など、課題解決に向け必要な連携が図られた
か。

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

◆事業実施に伴う参加者数は、概ね計画どおりだったか。 A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

消費者団体等協働促進事業　事業評価表　

提　　案　　事　　業　　名 事　　業　　内　　容 提　案　団　体　名

　　　記入責任者 ： 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　団体、　□　行政

理　由　・　意　見

◆市民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等
の具体的な効果や成果があったか。

◆予算の執行は、概ね計画どおりできたか。また、適切に執行
できたか。実

 
 
 
施

◆提案団体と横浜市が協働することで、団体単独で事業を実
施する場合よりも、更に大きな利益の増進を地域にもたらすこ
とができたか。
〔お互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることで、

◆これまでの経験を活かしつつ、団体の活動に資する実施内
容であったか。

評価
視点

評　価　の　ポ　イ　ン　ト

◆お互いが、その特性や役割を相互理解した上で、対等な立
場に立って、各々が自主的に事業を行うことができたか。

自己評価

進
 
め
 
方

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C
◆事業活動の過程において、協働の手法を用い、活動を円
滑に進めることができたか。

総　評

効
 
 
 
果

A ・ B ・ C

＊ 



 
 
 

平成２６年度 

消費者団体等協働促進事業

の実施状況 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
神奈川県ファイナンシャル

プランナーズ協同組合 
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神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合（補助金額３０万円） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の実施状況 広報の概要 

「ゆたかな暮らしのために、

これだけは知っておきたい生

活の知識を学ぶ講座」 

 

全て万国橋会議場センター 

10/25（土）第１部 

第２部 

11/ 1（水）同上 

11/ 8（水）同上 

11/15（水）同上 

11/22（土）同上 

11/29（土）同上 

12/ 6（木）同上 

12/13（木）同上 

 

 

 

 

①区役所の区政推進課広報相談係に各 30 部チ

ラシ配架 

②消費経済課ＨＰに掲載 

③本市市民局広報課ツイッター(9/28) 

④経済局経営創業支援課メーリス 10 月号、11

月号掲載 

⑤泉区新橋小学校の出前講座（11/5 実施）で

チラシ配布(50部) 

⑥消費者団体のつどい（10/21）でチラシ配布 

⑦横浜カレンダー10/25から掲載 

⑧神奈川新聞（9/20）に掲載 

⑨日経新聞（10/10）に掲載 

 

＊広報よこはまは、「先着順で申し込みを受け

付けるもので、掲載月の 11 日以降から申込み

を開始するもの」という要件に該当しなかった

ため、掲載できず 
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期間：  平成２６年１０月２５日（土）～１２月１３日（土）  毎週土曜日 

時間：  第 １ 部  １３：３０～１５：００    第 ２ 部  １５：１０～１６：４０ 

会場：  万国橋会議場センター 
      (横浜市中区海岸通４－２３ 
                 みなとみらい線馬車道駅下車徒歩4分）   

定員：  ３０名 （申込多数の場合先着順） 

 

受講料： 無料 

  

募集締切日：各開催日の１週間前 

平成２６年度横浜市消費者団体等協働促進事業 
主催：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 

〈お申込み・お問合せは裏面へ〉 

横浜市在住・在勤の方向け 

「豊かな暮らしの為に、これだけは知っておきたい 
生活の知識を学ぶ」講座 
特定の金融機関等に属さない公正中立な 

ファイナンシャルプランナーによるセミナーです 

10月25日
（土） 

第1部 入り過ぎない保険、見直しのコツを学ぶ 吉田美砂緒 氏 

第2部 リスク商品から身を守る方策を学ぶ 岡野征治 氏 

11月1日
（土） 

第1部 年金を学んで将来に備えよう 仁科眞雄 氏 

第2部 ゲームで体感する積立投資のメリットを学ぶ 磯野正美 氏 

11月8日
（土） 

第1部 賢い自分年金の作り方を学ぶ 磯野正美 氏 

第2部 不動産売買を民法の側面から学ぶ ～買主の目線で～ 松崎 良 氏 

11月15日
（土） 

第1部 生命保険の最新事情を学ぶ 佐藤博信 氏 

第2部 
老後の資産管理 
～お金のトラブルに巻き込まれないための対策を学ぶ～ 

滝田知一 氏 

11月22日
（土） 

第1部 
住宅ローンのリスク軽減策を学ぶ 
 

仁科眞雄 氏 

第2部 損害保険の最新事情を学ぶ 佐藤博信 氏 

11月29日
（土） 

第1部 消費者トラブル事例とその対策を学ぶ 佐伯好也 氏 

第2部 身近な税金知識を学ぶ 吉田美砂緒 氏 

12月6日 
（土） 

第1部 株式投資で気を付けたい大切なことを学ぶ 岡野征治 氏 

第2部 我が家の資産の災害対策を学ぶ 佐伯好也 氏 

12月13日 
（土） 

第1部 
「しまった」と思ったらクーリングオフの活用方法を学ぶ  
～民法と対比して～ 

松崎 良 氏 

第2部 相続が争族にならないための対策を学ぶ 滝田知一 氏 
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お申込みは以下の４つの方法いづれかで、お願いいたします。 
 １．電話：        045-315-0121 （電話受付時間 10時～17時、土日祝日を除く） 
 ２．インターネット： http://www.fp-kanagawa.com/ にアクセスしてセミナー案内から申込み 
 ３．ファックス：         以下の欄にご記入の上 045-315-0122  まで送信 
 ４．メール：            info@fp-kanagawa.com  宛てに以下の項目を送信 

ふりがな □ 男   □ 女 
受講希望のセミナーに○印を付けてく
ださい お名前 

年齢       歳 

電話 
 

ＦＡＸ 
 

E-mail 
 

ご住所 (〒        -        ） 
 

ご注意：上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情
報を 提供することや開示することはありません。 

お問い合わせは 

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合  
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8  第１安田ビル7階 
TEL:   045-315-0121                           FAX:   045-315-0122 
URL:   http://www.fp-kanagawa.com        e-mail:   info@fp-kanagawa.com 

ファクス送信用紙 ０４５－３１５－０１２２ 

10月 
  25日 

第1部 入り過ぎない保険、見直しのコツを学ぶ 

第2部 リスク商品から身を守る方策を学ぶ 

11月 
  1日 

第1部 年金を学んで将来に備えよう 

第2部 ゲームで体感する積立投資のメリットを学ぶ 

11月 
  8日 

第1部 賢い自分年金の作り方を学ぶ 

第2部 不動産売買を民法の側面から学ぶ ～買主の目線で～ 

11月 
  15日 

第1部 生命保険の最新事情を学ぶ 

第2部 
老後の資産管理 
～お金のトラブルに巻き込まれないための対策を学ぶ～ 

11月 
  22日 

第1部 住宅ローンのリスク軽減策を学ぶ 

第2部 損害保険の最新事情を学ぶ 

11月 
  29日 

第1部 消費者トラブル事例とその対策を学ぶ 

第2部 身近な税金知識を学ぶ 

12月 
  6日 

第1部 株式投資で気を付けたい大切なことを学ぶ 

第2部 我が家の資産の災害対策を学ぶ 

12月 
  13日 

第1部 消費者保護法としてのクーリングオフを学ぶ ～民法と対比して～ 

第2部 相続が争族にならないための対策を学ぶ 

          ファックス送信の場合 受講希望のセミナーに○印を付けてください 
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特定非営利活動法人 
横浜市まちづくりセンター 
 
 
 
 
 
 
 

7



特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター（補助金額３０万円） 

 

事業の実施状況 広報の概要 

「横浜市民の住まい・暮らし

に役立つ講座」 

 

11/ 1（土）鶴見公会堂 

11/ 8（土）青葉公会堂 

11/15（土）港南公会堂 

11/22（土）栄公会堂 

11/29（土）泉公会堂 

12/ 6（土）西地区 

センター 

12/13（土）都築公会堂 

12/20（土）神奈川公会堂 

1/17（土）金沢公会堂 

1/24（土）港北公会堂 

1/31（土）吉野町市民プラザ 

2/ 7（土）磯子公会堂 

2/14（土）旭公会堂 

2/21（土）戸塚公会堂 

 

①区役所の区政推進課広報相談係に各 10 部

チラシ配架 

②消費経済課ＨＰに掲載 

③広報よこはま 12月号掲載 

④本市市民局広報課ツイッター(9/28) 

⑤消費生活総合センターの消費生活教室

（10/25）で配布 

⑥消費者団体のつどい（10/21）でチラシ配布 

⑦ハウスクエア横浜(都筑区)でチラシ配布 

⑧11/1の講座のチラシを鶴見区社会福祉協議

会のイベントで配布 

⑨経営創業支援課メーリス 11月号に掲載 

⑩よこはまカレンダー11/1から掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8



9



定員

４２名

バリアフリー
ユニバーサルデザイン

住環境整備

定員

３６名

防災対策
家具転倒防止器具

火災警報器

定員

３０名

定員

３９名

耐震
基準・性能
診断・補強

定員

４０名

リフォーム
見積・契約

悪徳業者対策

下記申込先へＴＥＬまたはＦＡＸ、メールでお申込み下さい。

　　 （定員に達していない場合は、当日受付も可能）

開催場所 氏　　名 参加人数

区　 名　

平成２６年１１月２9日（土）
14：00～
16：00

相鉄いずみ野線
いずみ中央駅

リフォーム部位別の工事費用、適切な補修、修繕、改修についての解説。
見積書・契約書の見方、確認事項についての解説。

個 別 相 談

無　料

セミナー終了後、希望者に建築士による『個別相談会』を行います。

ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター専門部会所属建築士講 師

　　ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター　　事務局

　　　　　ＦＡＸ　　：　３１５－４０９９

　　　　　Ｅ-mail　：　info@machisen.org

申 込 方 法

申 込 先

開催日、場所、氏名、電話番号を明記の上、

　　　　　ＴＥＬ　　：　３１５－４０８９

平成２６年度横浜市消費者団体協働促進事業　

消費者教育啓発講座

参 加 費

第４回

平成２６年１１月２２日（土）
14：00～
16：00

ＪＲ根岸線
本郷台駅

昭和５６年以降平成１２年築等の木造建築物の耐震性、地震災害時に
通行を確保すべき道路沿道沿い建築物の耐震化についての解説。

第３回

平成２６年１１月１５日（土）
14：00～
16：00

市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ
港南中央駅

屋根・外壁工事の材料種類、工法、耐用年数、工事代金についての解説。
太陽光発電のメリット、デメリットについての解説。

屋根・外壁
太陽光発電

第５回

特定非営利活動法人横浜市まちづくりセンター

東急田園都市線
市が尾駅

家具転倒防止器具・火災警報器の種類、適切な取付方法、
器具代金、取付代金についての解説。

住まいのバリアフリー・ユニバーサルデザインの必要性、
適切な住環境整備方法、工事代金についての解説。

平成２６年１１月１日（土）
14：00～
16：00

ＪＲ京浜東北線
鶴見駅

F A X 申 込 書

参 加 希 望 日

平成２６年　　　　月　　　　日

連絡先（電話）

栄公会堂　　２号会議室

泉公会堂　第２会議室

泉区和泉町4636-2

『横浜市民の住まい・暮らしに役立つ講座』  （平成２６年度　第１期）

鶴見公会堂　　　1号会議室

鶴見区豊岡町２－１　ﾌｰｶﾞ1　６・７階

青葉公会堂　　　会議室２号

青葉区市が尾町３１－４　２階

港南公会堂　　２号会議室

港南区港南中央通10-1　港南総合庁舎5・6階

栄区桂町279-29

第１回

第２回

平成２６年１１月８日（土）
14：00～
16：00
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17平成26（2014）年 12 月号

■育児休業代替任期付職員
選考区分等詳細は受験案内（12月1
日から区役所広報相談係、行政サ
ービスコーナーで配布）か で
 試験日＝1月14日（水）～20日（火）の
うち1日（17・18日除く）
12月16日まで
 人事委員会任用課（ 671－3347
641－2757）
■市立病院勤務の正看護師
　（正規職員）
詳細は募集案内（区役所広報相談
係で配布）か で
試験日＝1月12日（祝）
 正看護師・助産師か26年度中に
免許取得見込者
12月25日まで
 病院経営局人事課（ 0120－74－
4174 332－5599）

■学校技能嘱託員（学校用務員）
小・中・高等・特別支援学校の嘱託
用務員。詳細は12月1日から募集案
内（区役所広報相談係で配布。 か
ら入手）で
 27年4月1日時点で65歳未満、選
考、数十人
12月15日まで
 教育委員会教職員人事課（ 671－
3886 681－1413）

■市立特別支援学校嘱託員
　（正看護師）
詳細は12月11日から申込書（問合先
で配布。 から入手）で
 27年4月1日時点で65歳未満の正
看護師免許取得者、選考若干名
12月24日まで
 教育委員会特別支援教育課（
671－3958 663－1831）

■消費生活審議会　市民委員
任期27年3月～28年9月
 27年1月19日時点で20歳以上、選
考若干名（経験者等除く）
 1月19日までに申込書（12月15日
から市役所市民情報センター、
区役所広報相談係で配布。 か
ら入手）で
 経済局消費経済課（ 671－2568
664－9533）
■インターネット水道モニター
年5回程度のアンケートに回答。プ
レゼントあり。詳細は12月1日から
で
27年4月1日時点で15歳以上
2月28日まで
 水道局サービス推進課（ 633－
0166 664－6779）

■ 特別支援教育作品展　ボランテ
ィア
謝礼1コマ2000円（交通費込）
 2月4日（水）～9日（月）。①10時～14
時②14時～18時（9日は①12時45
分まで②12時45分～15時30分）
市民ギャラリー
先着28人
 12月11日9時から か に を
書いて、教育委員会特別支援教育
課（ 671－3958 663－1831）へ

■いのちの電話　相談ボランティア
 27年3月31日時点で23～65歳、選

考40人
7万2000円（研修費等）
 2月9日までに申込書（12月1日か
ら区役所広報相談係で配布。
から入手）で
 横浜いのちの電話（ 333－6163
332－5673）か健康福祉局福祉保健
課（ 671－3929）

■児童扶養手当の制度改正
公的年金等の受給額が児童扶養手
当額を下回る場合は差額分を支給。
詳細は問合せを
12月1日から
 区役所こども家庭支援課かこ
ども青少年局こども家庭課（
671－2393 641－8424）

■ ｢家具転倒防止器具取付代行｣申
請はお早めに
対象者等詳細は申込書（区役所広
報相談係、行政サービスコーナー
で配布）で
1月31日まで
 総務局危機管理課（ 671－2011
641－1677）

■障害者パソコン講習会
　①エクセル基礎１
　②写真の取込と加工
 各コース火～金曜13時、全4回
　①1月20日～23日
　②1月27日～30日
横浜ラポール
 文字入力可能な15歳以上（中学
生除く）の肢体・内部・精神・聴覚
障害者、各コース抽選8人
①2160円
 12月20日までに に
障害名・等級、手話・筆記通訳

希望の有無を書いて、障害者
社会参加推進センター（〒222－
0035港北区鳥山町1752、 475－
2060 475－2064）へ
 前記か健康福祉局障害福祉課
（ 671－3602）
■あんしんノート書き方講座
1月23日（金）・30日（金）10時、全2回
健康福祉総合センター
障害のある人と家族、選考50人
 12月26日までに か に 障
害のある人の 障害名を書いて、
障害者支援センター（ 681－1277
680－1550、jimukyoku@yokohama

shakyo.jp）へ
 前記か健康福祉局障害企画課
（ 671－3603）

■青少年のための音楽会　横響
交響曲第9番｢合唱付き｣（ベートー

ベン）ほか
12月21日（日）14時
県民ホール
 2000円、横浜読売プレイガイド
で販売
 事務局（ 080－3308－1321）か文
化観光局文化振興課（ 671－
3714 663－5606）

■ クラシック・ヨコハマ
　 ①コンサート②若い命を支える
コンサート市民招待
一部未就学児入場不可。①時間・費
用・申込方法等詳細はチラシ（区役
所広報相談係で配布）か で
 ①慶應義塾大学＝12月23日（祝）、
1月7日（水）・11日（日）・15日（木）
　三溪園＝12月23日（祝）
　ハタ楽器菊名コンサートホール
　＝12月23日（祝）
　横浜美術館＝1月4日（日）
　②1月12日（祝）15時
②みなとみらいホール
②抽選25組50人
 ②12月22日までに に を
書いて、問合先へ
 文化観光局文化振興課（〒231－
0017中区港町1－1、 671－3714
663－5606）

■桂歌丸独演会
未就学児入場不可
3月8日（日）16時
3600円、会場で販売中
 会場の関内ホール（中区住吉町
4－42－1、 662－1221 662－2050、
12月8日休み）
■書作展　作品募集
詳細は申込書（区役所広報相談係
で配布）で
 搬入＝1月20日（火）
　展示＝1月28日（水）～2月2日（月）
市民ギャラリー
18歳以上、1人1点、選考
5000円・6000円
 協会事務局（牧野 ・ 761－1904）
か文化観光局文化振興課（ 671－
3714）

■脳卒中市民啓発講演会
12月24日（水）13時30分
関内ホール
抽選1100人
2歳～未就学児
 12月15日までに か に 代表
者の 人数（4人まで）、手話
通訳希望の有無、保育希望は子
の を書いて、脳血管医療セ
ンター（〒235－0012磯子区滝頭
1－2－1、 753－2500 753－2859）
へ。 からも可

■関節リウマチ教室
1月28日（水）15時
先着50人
 12月11日から か に を書
いて、会場のみなと赤十字病院
（ 628－6381 628－6101）へ
■市大エクステンション講座
　①肝移植治療の現状と今後の展望
　②貧血
各金曜14時。①1月16日②1月23日
 ①情文ホール②アートフォーラ

ムあざみ野
各先着。①230人②60人
②2か月～未就学児（予約制・有料）
 12月11日から で市大地域貢献セ
ンター（ 787－8930 701－4338）
へ。 からも可

■行政書士による遺言・相続講座
1月24日（土）14時
先着50人
 12月16日から か か に

を書いて、会場の中央図書
館（ 262－7336 262－0054、ky－
libevent@city.yokohama.jp）へ

■ 国際ブルーカーボン・シンポジ
ウム
海洋の気候変動や温暖化対策。申
込方法等詳細は12月1日から で
1月20日（火）13時30分
情文ホール
先着200人
12月11日から
 温暖化対策統括本部プロジェク
ト推進課（ 671－4109 663－5110）
■セミナー｢職場のダイバーシティ｣
よこはまグッドバランス賞事例発
表会と講演
1月14日（水）13時30分
情文ホール
 企業経営者・人事労務担当者、抽
選230人
 1月7日までに か に 手話・
筆記通訳希望の有無を書いて、
市民局人権課（ 671－2718 681－
5453、sh－kg－ jinken@city.yokohama.jp）
へ。落選者へ連絡

■住まい・暮らしに役立つ講座
詳細は で
 各土曜14時。①12月13日②12月
20日③1月24日④1月31日
 ①都筑公会堂②神奈川公会堂③
港北公会堂④吉野町市民プラザ
各先着。①③④40人②30人
 12月11日から か か に
希望日を書いて、横浜市まち

づくりセンター（ 315－4089
315－4099、info@machisen.org）へ
 前記か経済局消費経済課（ 671－
2585）
■ 外山滋比古講演会
子どもの力を引き出す子育て
12月22日（月）10時30分
関内ホール
先着250人
 12月11日から か に 人数
を書いて、よこはまユース（ 662－
4170 662－7645、power@yokohama－
youth.jp）へ
■教育実践フォーラム
市の教育活動を紹介。シンポジウ
ムと分科会。申込方法等詳細は12
月1日からチラシ（区役所広報相
談係で配布）か で
1月17日（土）10時
開港記念会館
抽選
1月7日まで
 教育委員会指導企画課（ 671－
3266 664－5499）

11
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よこはま消費生活 
「講師の会」 
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よこはま消費生活「講師の会」（補助金額１０万円） 
 

事業の実施状況 広報の概要 

「消費者教育啓発講座」 

 

8/ 3（日）緑園地域交流 

センター 

12/20（土）同上 

12/22（月）和泉団地集会所 

 

①消費経済課ＨＰ 

②町内会等でのチラシ回覧 

③本市市民局広報課ツイッター(9/28) 
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地球にやさしい食べものの話 

～フードマイレージにてついて学ぼう～ 
 

 

無添加のバターを手作りしよう 

  

                  

 

〔日 時〕    平成 26 年 12 月 20 日（土）  15:00～17:00  

  

〔内 容〕   ・講演『地球にやさしい食べものの話 

～フードマイレージについて学ぼう～』（15:00～16:30） 

                         講師-矢島 巌 氏（よこはま消費生活「講師の会」 講師） 

                食糧自給率 40％以下の日本は、年間 5500 万トンの食糧を輸入しな

がら、その 3 分の 1 の 1800 万トンも捨てています。地球の温暖化

にもつながるフードマイレージ（食糧の輸送距離）を知って、食の

安心・安全を守る 「かしこい消費者」の道を学びましょう。  

 

        ・講習『無添加のバターを手作りしよう』（16:35～17:00） 

             講師-よこはま消費生活「講師の会」 講師 

                添加物なしのバターを手作りしましょう。 

 

〔会 場〕    緑園地域交流センター（裏面に地図があります。） 

 

〔参加費〕    無料 

 

〔定 員〕     30 名 

 

〔申込み〕     裏面の FAX 申込み用紙で、12 月 13 日までに申込んで下さい。 

 

〔問合せ先〕    辻本 由可  FAX：045-811-9963 

 

 

〔主 催〕   よこはま消費生活「講師の会」 

                 －横浜市経済局 消費者団体等協働促進事業－ 

 

〔共 催〕   ガールスカウト神奈川県第 42 団 
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【 緑園地域交流センター 】 
 
   〒245-0002    横浜市泉区緑園 4-6-1 

                                 045-813-2620 

 

                      相鉄いずみ野線 緑園都市駅東口から徒歩 5 分。 

           フェリス女学院大学と消防署の間の 4 階建ての建物の 2 階。 

 

            

 

------------------------------ 切り取り線 ---------------------------- 

 

FAX 申込み用紙（０４５-８１１-９９６３） 

申込み先 辻本 由可 

講 座 名 

『地球にやさしい食べものの話 

     ～フードマイレージについて学ぼう～』 

『無添加のバターを手作りしよう』 

ふりがな 

お 名 前 

 

電話番号 

FAX 番号 

 

お住まいの区  
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特定非営利活動法人 
ＦＰネットワーク神奈川 
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特定非営利活動法人 FP ネットワーク神奈川（補助金額１０万円） 
 

事業の実施状況 広報の概要 

「暮らしのトラブル 

防衛隊 

～暮らしを支えるお金の無料

相談会」 

 全てＦＰネットワーク神奈

川の事務所(横浜駅徒歩 8分) 

 

9/13（土） 

10/11（土） 

11/ 1（土） 

11/ 8（土） 

11/15（土） 

12/ 6（土） 

12/13（土） 

12/20（土） 

1/10（土） 

2/14（土） 

 

①区役所の区政推進課広報相談係に各 10 部

チラシ配架 

②消費経済課ＨＰ 

③本市市民局広報課ツイッター(9/28) 

④ハマふれんど 10月号に掲載 

⑤広報よこはま 9月号に掲載 

⑥消費者団体のつどい（10/21）でチラシ配布 

⑦独自のＨＰを作成し、予約状況を随時更新 

⑧よこはまカレンダー1/10から掲載 
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横浜市経済局協働事業

2014年度「消費者団体等協働促進事業J

ヲアイナシシャルヲランナー (FP)による

人相践開催 1

9月13日(土〉より鵬 !

相談時間 1組30分・先着順・要予約
t'VY、 一一一一'"内"'-一一一一- ---一一一ーー一一-

お金にまつわるご相談にお答え致します!

-家に相続が発生した
.子どもの教育費について相談したい

・住宅ローンを借り換えるべきか
・家計の見直しはどのような点に注意したらよいか

・生命保険を見直すポイントは

相談会会場・FPネットワーク神奈川 (FPNK)事務所

住所:横浜市西区高島2-6-38岩井ピル3階 (横浜駅東口徒歩5分)

女詳細な日程と会場の地図は裏面をご参照下さい。

申し込み方法

・お申し込み先

・お電話の場合

.FAXの場合

.メールの場合

NPO法人FPネットワーク神奈JlI(FPNK) 
080-2214-9346 (平日 10時-18時受付)

お申し込み時に、お名前とご連絡先をお知らせください

045-450ー1303 (裏面にご記入の上、切り取らずにFAX下さい)

souda n@money.kanagawa.jp 
(件名lこ「横浜市・無料相談Jと入れて下さい)

ご相談にあたってご留意いただきたいこと

-前日17時までに予約が必要です。 1組1回 30分となります。

14:00-14:30/14:45-15:15/15:30-16:00/16:15-16:45の4つの時間帯となります。

・時間が限られているため、問題解決まで至らないこともございます。

・特定の保険商品や金融商品などのおすすめや、金銭のご融資は致しかねます。

・予約受付時などに、電話でのご相談はご遠慮ください。
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無料相談スケジュール(9~3月第2土曜日〉

開催日 時間(会場) 開催日 時間(会場)

9/ 13(土) 14: 00 -16: 45 (FPNK事務所) 2/ 14(土) 14:00 -16:45 (FPNK事務所)

10/ 11 (土) 14:00 -16:45 (FPNK事務所) 3/ 14(土) 14: 00 -16: 45 (FPNK事務所)

11/ 8(土) 14:00 - 16:45 (FPNK事務所) ※開催日程が、さらに追加される場合もございます。

12/ 13(土) 14:00 - 16:45 (FPNK事務所)
追加日程は、当ホームページをご確認ください。

http://2014.money.kanagawajp/ 
1/ 10(土) 14:00 - 16:45 (FPNK事務所)

切り取らずにFAXを送信してください

FAX申し込み用紙

・お名前:

-ご連絡先(日中連絡の取れる電話番号をご記入ください)

電話番号

-ご希望日時: 月 日 ・ ~ 
(相談時聞は30分です)

・ご相談内容にOをつけてください

保険・ライフプラン・相続・ローン・住宅・医療介護・資産運用

その他(

・具体的な相談内容
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14 平成26（2014）年 9 月号

■環境活動支援センターから　講座
　①森づくりボランティア入門
　②プロが伝授！ 植物撮影術
①10月13日（祝）・26日（日）、11月
23日（祝）9時30分、全3回②10月
18日（土）9時・13時（雨天時19日）
①新治里山公園②申込先で
各先着。①18歳以上、30人②小
学3～5年生と保護者、各回20組
40人
9月16日から か に①
② 全員の 学年、希望時
間を書いて、環境活動支援セン
ター（ 711－0635 721－6356、
ks－shiencenter@city.yokohama.jp）へ
■必ず役立つコーチング入門講座
10月8日（水）・15日（水）19時、全2回
先着30人
3000円
9月11日から か か に
を書いて、会場の青少年育成

センター（ 664－6251 664－
6254、ikusei@yokohama－youth.jp）へ

■講座｢在日外国人との共生と人
権を考える｣
日程・申込方法等詳細は9月1日か
ら で
かながわ労働プラザ
先着30人
9月11日から
教育委員会生涯学習文化財課
（ 671－3283 224－5863）
■中国残留邦人等への理解を深め
るシンポジウム

申込方法等詳細は で
10月18日（土）13時
教育会館
抽選500人
10月3日まで
事務局（ 232－4921 681－
3735）か健康福祉局援護対策担
当（ 671－2425）
■シルバー IT講習　入門
その他講座等詳細は で
各コース火・水曜9時15分、全2回
《初めてのパソコン》10月7・8
日、11月4・5日
《初めてのワード》10月14・15
日、11月11・12日
《初めてのエクセル》10月21・22
日、11月18・19日
各コース50歳以上、抽選18人
3540円
10月開催分は9月25日、11月
開催分は10月24日までに に

（複数可） を書いて、
会場のシルバー人材センター
（〒233－0002港南区上大岡西1－6
－1、 847－1800 847－1716）へ

■障害福祉関係事業所就職フェア
職員トークショーほか。詳細は で
9月20日（土）12時～16時
新都市ホール（西区高島2－18－1
横浜新都市ビル）
健康福祉局障害企画課（ 671－
3603 671－3566）
■動物愛護フェスタよこはま
ペットと同行避難体験、ペットの
健康相談ほか
9月23日（祝）10時～15時。荒天中止
山下公園（中区山下町279）
市動物愛護センター（ 471－
2111 471－2133）

■はまりんフェスタ in 新羽
地下鉄・バス車両展示ほか
10月4日（土）10時～15時。荒天中止
新羽車両基地（港北区北新横浜
1－12－1）
交通局総務課（ 326－3826
322－3911）

■ヨコハマ大学まつり
一部要事前申込。詳細は で
10月4日（土）・5日（日）10時～18時
クイーンズスクエア（西区みな
とみらい2－3）周辺
政策局大学調整課（ 671－
4272 664－9055）

■大学生による大佛次郎記念館
　活性化報告会
詳細は で
10月5日（日）10時～17時
赤レンガ倉庫1号館（中区新港1－1－1）
文化観光局文化振興課（ 671－
3715 663－5606）

■マリンタワーを階段で制覇
スタンプラリーも。のぼりきった
人にプレゼントあり。小学生以下
は保護者同伴
9月13・14日、10月11～13日、11
月8・9日の土・日曜、祝日10時～
15時。雨天・強風中止
750円（市民割引あり）
会場のマリンタワー（中区山下
町15、 664－1100）か文化観光
局観光振興課（ 671－3652
663－6540）

■ヨコハマライブラリーカフェ
遺伝子組換え作物の安全性や問題
点を専門家と語る
9月27日（土）14時
先着40人
9月11日から か に
を書いて、会場の中央図書館
（ 262－7336 262－0054、ky－
libevent@city.yokohama.jp）へ

www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chosa/

■読書フォーラム
　①作家と本を語ろう②ビブリオ
バトル体験③POP作り講座④わ
らべ歌を楽しもう

時間・申込方法等詳細は9月5日か
ら で
11月2日（日）
パシフィコ横浜
10月10日まで
中央図書館（ 262－0050 262－
0052）
■保育士就職面接会
保育士の職場復帰支援
9月25日（木）13時～16時
技能文化会館
保育士資格保有者
9月24日までに申込書（区役所
広報相談係で配布）で。 から
も可
事務局（ 0120－101－784 848
－2722）かこども青少年局保育
対策課（ 671－4469）

www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/
hoikuseido/hoikushikouza.html

www city yokohama lg jp/kodomo/unei/

保育士就労支援講座などは
ここでチェック!

■まちづくりびと全員集合
ヨコハマ市民まち普請事業活動報
告ほか
9月27日（土）9時45分～16時20分

市民活動支援センター（中区桜
木町1－1－56）
都市整備局地域まちづくり課
（ 671－2679 663－8641）
■ファイナンシャルプランナーに
よる個人相談
時間・申込方法等詳細は で
9月～27年3月の第2土曜。前日
17時までに申込みを
各日先着4組
会場の FPネットワーク神奈
川（ 080－2214－9346 450－
1303）か経済局消費経済課（
671－2585）

■市民クルーズ
　①にっぽん丸　秋の味覚②ぱし
ふぃっくびいなす　秋の横浜・
姫路③飛鳥Ⅱ　HULA ON ASUKAⅡ
①③横浜港発着。②横浜港発・新
横浜駅等着。詳細は9月1日からチ
ラシ（区役所広報相談係で配布）か
で
①10月6日（月）～9日（木）②11月
19日（水）～21日（金）③11月21日
（金）～24日（休）
各抽選。①13室②50室③18室
大人1人。①12万2310円～②7万
4800円～③15万7250円～
①9月15日 ②③9月30日 ま
でに担当旅行会社へ
港湾局賑わい振興課（ 671－
7272 201－8983）

■スポ・レクフェスティバル
一部有料・要事前申込。詳細はチ
ラシ（9月5日から区役所地域振興
課、スポーツセンターで配布）か9
月1日から で
10月13日（祝）10時～15時。荒天
中止
新横浜公園（港北区小机町3300）
市体育協会（ 640－0055 640－
0024）
■ラグビー観戦市民招待

14時
①10月25日（土）＝三菱重工相模
原対横河武蔵野
②10月26日（日）＝明治大対明治
学院大、11月3日（祝）＝立正大対
法政大、11月15日（土）＝東海大
対中央大
ニッパツ三ツ沢球技場
各抽選。①50組100人②計80組
160人
9月26日までに （1人1通まで）
に 希望日を書いて、市民
局スポーツ振興課（〒231－0017
中区港町1－1、 671－3583
664－0669）へ

■多摩・三浦丘陵ウオーキングラリー
10月13日（祝）9時（受付10時ま
で）、鎌倉市役所集合
10月8日までに に 人数
を書いて、URリンケージ（ 03
－6214－5740 03－3272－6017）
へ。 からも可
環境創造局政策課（ 671－4214）
■健康ウオーキング｢港南｣
中学生以下は保護者同伴
10月25日（土）9時、上永谷駅集

合（雨天時11月2日）
先着30人
9月11日から か に を書い
て、港南スポーツセンター（ 841－
1188 841－9417）へ

■スポーツ医科学センターで
　①子どものスポーツ講座②健康
教室③減量・脂肪燃焼教室（3か
月・6か月コース）④初めての体
操教室
金・申込方法等詳細は9月1日か

ら で。②ヨガ、太極拳、ピラテ
ィス、骨盤調整ほか
①9月26日（金）・10月3日（金）18時
30分②10月～12月の月～金曜、
全6～10回③各コース10月9日
（木）・11月8日（土）から④10月13
日（祝）10時
①18歳以上の指導者・トレーナ
ー、各日先着30人②18歳以上の
初心者、各抽選30～80人③15
歳以上（中学生除く）、各先着15
人④小学生、先着30人
①③④9月12日から②9月30日
まで
会場のスポーツ医科学センター
（ 477－5050 477－5052）
■秋の実り収穫ツアー
料金等詳細は で
10月11日（土）～13日（祝）の2泊3日
3歳以上の子と保護者、抽選40人
9月20日 までに に 全
員の を書いて、会場の赤城
林間学園（〒379－1203群馬県利
根郡昭和村糸井7135、 0278－
24－7011 0278－24－7966）へ

■伊豆半島ジオサイトめぐり
料金等詳細は で
10月11日（土）～13日（祝）の2泊3日
小中学生と家族、抽選40人
9月18日 までに に 全
員の を書いて、会場の南
伊豆臨海学園（〒415－0532静
岡県賀茂郡南伊豆町子浦1437、
0558－67－0255 0558－67－

0420）へ

■水痘予防接種の定期接種化
協力医療機関で無料接種可。平成
25年10月1日以降生まれは生後11
か月時に予診票送付。協力医療機
関で配布も
10月1日から
1～2歳＝2回。27年3月31日ま
で3・4歳も1回接種可
区役所健康づくり係か健康福
祉局健康安全課（ 671－4190
664－7296）

■小学校就学通知・就学時健康診
断通知発送

外国籍の市立小学校入学希望者は
区役所登録担当へ
10月中旬
27年4月入学者
前記か教育委員会学校支援・地
域連携課（ 671－3270 681－
1415）、健診は健康教育課（
671－3275）

市
の
施
設
で
は
、
定
期
点
検
な
ど
の
た
め
、
休
業
日
を
設
け
て
い
ま
す
。
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本高島2~fOA1Sa 10月号の申込期間 :10月158.....31日

ぬ経裏さ~税金を多く払っていませんか7-
業の健全かつ伺瀞な遜冨を図るためには、通切なIlæ方法11..な妻都の一つになり~す

節説対策応ついて、パターン強脂製対策を豊富な喪併を色と4ζ、高取鯨車のスペシャリスト誕理士が

解説‘伝綬いたします.

Eitl園田直r.伝~5-!I.:I.

am 11J118B(火)14時"'-'16時
EE犠湯布妓鯨化会館

(JRJ4内緩から徒歩§分~制a

市孟地下鉄伊発佐木条署笥聴から徒歩3~)

Eヨrl80入
r~m '5，000円/1人
四回 挺理士鰍醤歪氏{累永金計事務所所長}

FPネットワーク神欝111との遺婦により.会員の皆さ撃の馳お金に黛つわると相嘗"を

傭原iにお受付するととになりました.この機会にぜひ、ご活締〈ださい.

(;JD 11月1B(士}・15日{士} 国翠 NPO法人FPネットワーク樽積111(FPNK) 

12月6日{主}・20日(土} ・電話の場合
金4日開14時句16時45分 080・221ι9346<;鮒哨コ開ゆか1拘}

(t 41;-・ 4跨鉛~/14野459叶時\5'分/ fハマふれんどの会員Jであるζと、お名
1碍ぬか16跨/1鶴 15g....1S喝品別 留謹絡先をお伝えください.

gJFPネットワーク神合IIltFPN助事務所 ・FAXの場合

西区高島2・6-38岩持ピJレ3階 下記の申込用舘にご記入のうえ、FAXし

国 為湖東日時事矧 てくださ……0-1303

・メーJl..の塩会
G三口 ご希118の30分/1組

($込み総潔により、&:'tt望daにち.草書置さ窃にdをえな

い翁合114りますJ
Cfj'.jJ I・*に綱島が発ました.

・乎どもの教育襲伝ついて組議したい.
・住宅口ーンを借り替え砂てきか.

の昆虫しはどのような血に注車じたらよいか.

保践を見事すポイントは.

J:Bt .... です.ほかむ助金問かば l1t，S;f. 

ファイナンシャルプランナーによる無料個人相談 E~言明.，~ 書

お;g繍

録院・ライフプラン・栂
その危《
.e;綜鈎覇軍にC令して〈緩怠い.

希:9.9~ A 8 

_ 141きから14a330分 仁 14時45分から1~15分
'] 15誇30分かる1~ 仁 16時15分から16吟45分

~場~.J) ... よ車をut7T(ltd"、
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【平成２６年度 横浜市消費者団体等協働促進事業補助⾦交付事業】
横浜市⺠および横浜市内でお仕事をされている⽅を対象に、平成２６年９⽉より無料
相談会を開催いたします。お⾦や⽣活設計に関する悩みやトラブルを解決するための
⽷⼝を⼀緒に探しませんか。適切な相談機関のご紹介窓⼝としてもご利⽤ください。 

相談のご案内
⽣活に関わるお⾦について、広い範囲
でご相談をお受けいたします。 
※融資は⾏っておりません

・投資や貯蓄など⾦融商品について 
・⾦融商品トラブル 
・家計およびライフプラン 
・住宅ローンについて 
・不動産 
・⽣命保険、損害保険 
・相続や遺⾔

相談ルームへのアクセス
主な相談場所は横浜駅東⼝徒歩７分の
場所にございます。（地図をクリック
すると拡⼤します）  

 

相談ルームのほか、市内各施設での相
談会を予定しております。 
詳細は今後ご案内してまいります。 
 
 
 

申し込み⽅法
電話、ＦＡＸ、メールでお申し込みく
ださい。受付後、相談内容の確認のた
めご連絡いたします。        

・専⽤電話番号：080-2214-9346 
※受付時間は平⽇10時〜18時です。 
 ⼟曜、休⽇、夜間は留守番電話に 
 て承ります。 
・ＦＡＸ：045-450-1303 
・専⽤メールアドレス 
 soudan@money.kanagawa.jp

協働事業について
当相談事業は、横浜市の消費者団体等
協働促進事業補助⾦の交付を受けて運
営しております。     

      

当ホームページはＦＰネットワーク神奈川のサブサイトに転送表⽰しております。ブラウザーのア
ドレスバーに「http://www.fpnk.org/yokohama_shi/mysite2/index.html」と表⽰され
ますが、「http://2014.money.kanagawa.jp/」と同⼀ページです。  
 

「定例相談」開催⽇程と相談場所のご案内

2014年9⽉〜2015年3⽉の毎週第2⼟曜⽇に開催いたします。  
 
相談時間は ①14：00〜 14：30 ②14：45〜15：15 ③15:30〜16:00 ④16:15〜16:45 の 
各30分です。 
 
相談場所はＮＰＯ法⼈ＦＰネットワーク神奈川事務所の相談ルームです。

ご相談にあたってご留意いただきたいこと

●前⽇１７時までに予約が必要です。 
●時間が限られているため、問題解決まで⾄らないこともございます。 
●特定の保険商品や⾦融商品などのおすすめや、⾦銭のご融資は致しかねます。 
●予約受付時など、電話でのご相談はお受けいたしかねます。 

      

お申し込み時にお伝えいただきたいこと

●お名前 

●お住まいまたは勤務地（横浜市○○区） 

●⽇中連絡の取れる電話番号                    

●ご希望⽇と時間帯（第2希望までお知らせください） 

●ご相談内容 
（保険、ライフプラン、家計、相続、住宅購⼊・建て替え、医療介護、資産運⽤、その他） 

●相談内容の概略  

事業受託団体PROFILE

ＮＰＯ法⼈ 
ＦＰネットワーク神奈川

 
〒220-0011 
神奈川県横浜市⻄区⾼島2-6-38 
岩井本社ビル3階 
TEL.０８０－２２１４－９３４６ 
FAX.０４５－４５０－１３０３ 
MAIL.soudan@money.kanagawa.jp

関連リンク

横浜市消費⽣活総合センター 
 
横浜市経済局 

http://www.fpnk.org/yokohama_shi/mysite2/index.html
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copyright©2014 特定⾮営利活動法⼈ＦＰネットワーク神奈川  
all rights reserved.

予約状況のめやす

 相談⽇  ①14：00〜 14：30  ②14：45〜15：15 ③15:30〜16:00  ④16:15〜16:45

 9/13（⼟） 予約済   予約済  予約済 予約済 

 10/11（⼟） 予約済  予約済  予約済  予約済

 11/ 8（⼟） 予約済 予約済  予約済 予約済

 12/13（⼟） 予約済 予約済  予約済 予約済

  1/10（⼟） 予約済  予約済  予約済 予約済 

  2/14（⼟） 予約済  予約済  予約済 受付終了

  3/14（⼟） 予約済  予約済  予約済 予約可 

※お問い合わせのタイミングによっては予約状況が変わっている場合がございます。⽬安としてご利⽤ください。 

「スポット相談」開催⽇程と相談場所のご案内

現在、スポット相談の予定はございません。 詳細が決まりましたらご案内いたします。 
 
無料セミナーのご案内はこちらをご覧ください。

http://www.fpnk.org/yokohama_shi/mysite2/index.html
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